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国
語
施
策
と
文
法
教
育

一

一
、
問
題
の
所
在

　

近
代
国
民
国
家
形
成
に
お
い
て
国
語
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
以
上
、
政

府
が
国
語
に
関
し
て
制
度
的
に
関
与
す
る
こ
と
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
初
年
段
階
で
は
、
国
語
の
編
制
に
関
す
る
内
容
が

あ
ま
り
に
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
た
め
、
国
語
の
全
体
像
を
示
し
う
る
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
一
部
の
場
合
を
除
い
て
、
教

科
書
に
お
け
る
表
記
の
統
一
と
い
っ
た
教
育
的
な
内
容
に
限
定
さ
れ
て
い
た

と
い
っ
て
よ
い
。
む
し
ろ
明
治
初
年
に
お
け
る
国
語
と
は
、
多
く
の
議
論
が

な
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
顕
現
化
さ
れ
て
い
っ
た
理
念
と
し
て
の
姿
で

あ
り
、
そ
の
議
論
の
あ
り
方
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
国
語
国
字
問
題
と
概
括
さ

れ
る
論
争
を
誘
発
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
期
の
国

語
施
策
に
つ
い
て
は
政
府
の
具
体
的
な
施
策
内
容
の
み
な
ら
ず
、
国
語
に
関

す
る
論
争
史
全
体
の
中
で
、
そ
の
意
味
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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国
語
に
関
す
る
実
際
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
漢
字
や
仮
名
な
ど
の
文
字
、

仮
名
遣
い
、
方
言
、
と
い
っ
た
も
の
が
明
治
初
年
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
は
今
日
に
至
る
ま
で
重
要
な
国
語
施
策
の
問
題
と
し
て
存
在

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
包
括
的
に
か
つ
本
格
的
に
検
討
を
行
っ
た

の
が
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
発
足
の
国
語
調
査
委
員
会
で
あ
る
。
日
本

の
国
語
施
策
を
捉
え
る
上
で
国
語
調
査
委
員
会
は
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。

全
体
が
学
者
ば
か
り
で
構
成
さ
れ
、
行
政
整
理
の
あ
お
り
を
受
け
て
大
正
二

（
一
九
一
三
）
年
に
廃
止
さ
れ
た
こ
の
委
員
会
は
、
最
初
に
て
最
後
の
国
語

施
策
と
し
て
の
「
文
法
」
を
検
討
し
た
機
関
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
後
、
臨
時

国
語
調
査
会
、
国
語
審
議
会
、
文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
へ
と
継
承
さ
れ
る

国
語
施
策
審
議
機
関
で
、
文
法
が
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な

い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
若
干
の
語
法
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
や
敬
語
法
に
つ

い
て
の
議
論
は
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
法
そ
の
も
の
を
審
議

項
目
に
お
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
文
法
教
育
を
考
え



二

る
上
で
も
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
文
法
は
国
語

施
策
の
対
象
か
ら
外
れ
た
の
か
。
特
に
戦
後
に
限
定
し
て
み
る
と
、
簡
単
な

答
え
と
し
て
は
「
規
範
文
法
か
ら
記
述
文
法
へ
」
と
い
う
文
法
観
の
変
化
に

即
応
し
た
結
果
だ
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単

純
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
国
語
施
策
と
、
教
育
制
度
上
の
一
科
目
で
あ
る

国
語
教
育
と
の
連
関
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
国
語
教
育

が
学
校
社
会
内
の
み
を
対
象
と
し
、
国
語
施
策
が
広
く
国
民
全
般
に
対
す
る

も
の
と
い
っ
た
す
み
わ
け
に
よ
っ
て
、
両
者
を
把
握
す
る
こ
と
で
充
分
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
明
治
期
の
国
語
施
策
が
国
語
教
育
と
不
可
分
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
国
語
の
編
制
時
期
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
わ
ば

当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
一
方
、
現
在
で
は
国
語
施
策
と
国
語

教
育
は
多
く
の
点
で
乖
離
し
て
い
る
。
む
し
ろ
国
語
施
策
が
教
育
制
度
と
乖

離
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
疑

え
な
い
。
例
え
ば
人
名
用
漢
字
の
改
正
が
告
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

教
育
現
場
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
学
校
で
は

誰
か
ら
も
教
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
漢
字
と
読
み
方
を
名
に
持
つ
児
童
・
生
徒

が
、
学
校
内
に
存
在
す
る
と
い
う
可
能
性
を
意
味
す
る
。
仮
に
、
人
名
用
漢

字
は
法
務
行
政
の
一
環
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
に
し
て
も
、
国
語
施
策
と
し
て

表
れ
る
国
語
審
議
会
・
文
化
審
議
会
答
申
が
、
具
体
的
な
内
容
と
な
っ
て
学

習
指
導
要
領
に
直
接
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て

や
「
文
法
教
育
を
ど
う
す
る
か
」
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
検
討
課
題
に
も
挙

が
っ
て
い
な
い
。
適
切
な
言
葉
遣
い
を
求
め
る
国
語
審
議
会
の
報
告
（
平
成

五
（
一
九
九
三
）
年
六
月
八
日
国
語
審
議
会
「
現
代
の
国
語
を
め
ぐ
る
諸
問

題
に
つ
い
て
（
報
告
）」）
で
も
、
文
法
そ
の
も
の
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
諮
問
の
文
言
上
で
は
、
国
語
審
議
会
や
文
化
審
議
会
に
お
い
て
、

国
語
教
育
は
最
重
要
審
議
項
目
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
乖

離
し
て
い
っ
た
と
い
う
前
言
を
翻
す
よ
う
な
立
言
だ
が
、
形
式
的
接
近
と
実

質
的
乖
離
と
い
う
要
約
が
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
そ
れ
は

ど
う
い
う
事
情
と
絡
ん
で
い
る
の
か
。
た
だ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
精
緻
な
検

討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、軽
々
に
は
論
じ
き
れ
な
い
問
題
で
は
あ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
国
語
施
策
と
国
語
教
育
と
の
連
関
に
お
い
て
見
出

さ
れ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
明
治
期
の
文
法
研
究
と
国
語
施
策
と
を
手
が
か

り
に
し
て
若
干
の
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今

日
的
課
題
を
言
及
す
る
上
で
い
さ
さ
か
迂
遠
に
過
ぎ
る
と
い
う
批
判
は
、
正

鵠
を
射
た
も
の
と
し
て
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
現
在
に
お
け
る
国

語
施
策
と
国
語
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
本
稿
の
前
提
と
も
な
る
た
め
、

先
に
概
観
だ
け
は
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。（
１
）
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三

二
．
戦
後
の
国
語
施
策
と
国
語
教
育

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
日
本
の
国
語
施
策
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し

て
き
た
の
が
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
一
二
月
二
一
日
に
発
足
し
た
国

語
審
議
会
で
あ
る
。
当
初
は
官
制
で
あ
っ
た
国
語
審
議
会
は
昭
和
二
四

（
一
九
四
九
）
年
に
制
度
が
改
ま
り
諮
問
機
関
と
し
て
再
出
発
し
た
が
、
こ

の
国
語
審
議
会
に
お
い
て
、
数
多
く
の
国
語
問
題
が
審
議
さ
れ
て
い
っ
た
。

現
在
は
文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
が
そ
の
流
れ
を
継
承
し
て
い
る
。
以
下
、

国
語
審
議
会
、
文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
で
答
申
・
建
議
さ
れ
た
主
要
項
目

を
列
挙
す
る
。
な
お
総
会
報
告
分
や
中
間
ま
と
め
等
は
省
略
し
た
。

一
九
五
〇　

「
国
語
問
題
要
領
」（
報
告
）

一
九
五
〇　

「
法
令
の
用
語
用
字
の
改
善
に
つ
い
て
」（
建
議
）

一
九
五
一　

「
人
名
漢
字
に
関
す
る
建
議
」（
建
議
）

一
九
五
一　

「
公
用
文
改
善
の
趣
旨
徹
底
に
つ
い
て
」「
公
用
文
の

左
横
書
き
に
つ
い
て
」（
建
議
）

一
九
五
二　

「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」（
建
議
）

一
九
五
三　

「
ロ
―
マ
字
つ
づ
り
方
の
単
一
化
に
つ
い
て
」（
建
議
）

一
九
五
三　

「
町
村
の
合
併
に
よ
っ
て
新
し
く
つ
け
ら
れ
る
地
名
の

書
き
表
し
方
に
つ
い
て
」（
建
議
）

一
九
五
四　

「
法
令
用
語
改
善
に
つ
い
て
」（
建
議
）

一
九
五
五　

「
か
な
の
教
え
方
に
つ
い
て
」（
報
告
）

一
九
五
六　

「
話
し
こ
と
ば
の
改
善
に
つ
い
て
」（
建
議
）

一
九
五
六　

「
正
書
法
に
つ
い
て
」「
同
音
の
漢
字
に
よ
る
書
き
か

え
」「
国
語
教
育
に
お
け
る
ロ
―
マ
字
に
つ
い
て
」（
報
告
）

一
九
五
八　

「
送
り
が
な
の
つ
け
方
」（
建
議
）

一
九
六
三　

「
国
語
の
改
善
に
つ
い
て
」（
報
告
）

一
九
七
二　

「
当
用
漢
字
改
定
音
訓
表
」「
改
定
送
り
仮
名
の
付
け

方
」（
答
申
）

一
九
七
二　

「
国
語
教
育
の
振
興
に
つ
い
て
」（
建
議
）

一
九
七
六　

「
人
名
用
漢
字
の
追
加
に
つ
い
て
」（
回
答
）

一
九
八
一　

「
常
用
漢
字
表
」（
答
申
）

一
九
八
六　

「
改
定
現
代
仮
名
遣
い
」（
答
申
）

一
九
九
一　

「
外
来
語
の
表
記
」（
答
申
）

一
九
九
三　

「
現
代
の
国
語
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」（
報
告
）

一
九
九
五　

「
新
し
い
時
代
に
応
じ
た
国
語
施
策
に
つ
い
て
（
審
議

経
過
報
告
）」（
報
告
）

一
九
九
八　

「
新
し
い
時
代
に
応
じ
た
国
語
施
策
に
つ
い
て
（
審
議

経
過
報
告
）」（
報
告
）

二
〇
〇
〇　

「
現
代
社
会
に
お
け
る
敬
意
表
現
」「
表
外
漢
字
字
体



四

表
」「
国
際
社
会
に
対
応
す
る
日
本
語
の
在
り
方
」（
答
申
）

二
〇
〇
四　

「
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
国
語
力
に
つ
い

て
」（
文
化
審
議
会
・
答
申
）

二
〇
〇
七　

「
敬
語
の
指
針
」（
答
申
）

二
〇
一
〇　

「
改
定
常
用
漢
字
表
」（
答
申
）

二
〇
一
三　

「
国
語
分
科
会
で
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い

て
」（
報
告
）

二
〇
一
三　

「
日
本
語
教
育
の
推
進
に
向
け
た
基
本
的
な
考
え
方
と

論
点
の
整
理
に
つ
い
て
」（
報
告
）

　

こ
の
流
れ
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
国
語
施
策
上
の
問
題
点
の
大
半
は

漢
字
と
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。い
わ
ゆ
る
国
語
国
字
問
題
で
あ
る
。

繰
り
返
す
が
「
文
法
」
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
国
語
施
策
が
社

会
全
般
を
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
、昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）
年
答
申
の
「
常

用
漢
字
表
」
の
よ
う
に
、
個
人
的
な
表
記
法
に
ま
で
は
及
ば
な
い
と
す
る

「
目
安
」
と
い
っ
た
あ
り
方
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、最
近
で
は
「
敬

意
表
現
」
な
ど
と
い
っ
た
全
体
的
な
言
語
運
用
の
面
に
対
象
を
広
げ
て
き
て

い
る
。
こ
れ
は
昭
和
三
〇
年
代
の
舟
橋
聖
一
や
吉
田
富
三
と
い
っ
た
国
語
審

議
会
委
員
の
徹
底
的
な
批
判
が
影
響
し
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
漢
字
と
仮
名
遣
い
の
問
題
は
こ
れ
以
上
審
議
で
き
な
い
段
階
に

ま
で
達
し
た
か
ら
だ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
漢
字
に
関
す
る
実
質
的
な
討
議

は
「
改
定
常
用
漢
字
」
を
も
っ
て
終
了
し
て
い
る
。
平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）

年
に
行
わ
れ
た
人
名
漢
字
の
追
加
が
、
法
制
審
議
会
人
名
漢
字
部
会
に
よ
る

討
議
を
中
心
に
し
た
も
の
で
、
文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
に
対
し
て
は
、
昭

和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
六
月
一
七
日
付
「
人
名
用
漢
字
の
追
加
に
つ
い
て

（
意
見
伺
い
）」
の
よ
う
な
意
見
聴
取
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
、
こ
の

こ
と
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
法
制
審
議
会
人
名
用
漢
字
部
会
と
文
化
審

議
会
国
語
分
科
会
で
は
委
員
の
重
複
が
存
在
す
る
た
め
、
内
容
に
お
い
て
は

共
通
性
が
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
政
策
論
的
に
見
て
、
国
語
施
策
に
お
け

る
国
語
国
字
問
題
は
中
心
課
題
か
ら
外
れ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
専
門
的
な

内
容
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
コ
―
ド
の
問
題
な
ど
を
含
め
て
、
科
学
技
術
政
策
に
お
い
て

扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
人
名
用
漢
字
な
ら
ば
、
人
名
と
国
語
施
策

と
の
関
係
を
重
視
す
べ
き
議
論
で
あ
る
と
こ
ろ
、
漢
字
の
字
体
を
め
ぐ
る
行

政
窓
口
の
対
応
や
「
常
用
平
易
」
の
解
釈
論
に
終
始
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
法
務
省
の
意
向
上
や
む
を
え
な
い
。
し
か
し
人
名
用
漢
字
が
、
国
語
施

策
に
お
け
る
固
有
名
詞
の
書
記
と
い
う
国
語
施
策
史
上
の
大
問
題
を
体
現
し

て
い
る
以
上
、
文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
と
の
接
点
が
形
式
的
に
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
は
、
極
め
て
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
国
語
施
策
は
何
を
中
心
的
な
課
題
と
位
置
づ
け
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な
内
容
へ
の
踏
み
込
み
を
避
け
る
形
で
総
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括
的
な
課
題
で
あ
る
国
語
教
育
、
日
本
語
教
育
へ
と
比
重
を
移
し
た
の
で
あ

る
。
正
確
に
は
具
体
的
な
踏
み
込
み
方
に
偏
り
を
持
た
せ
な
が
ら
、
と
い
っ

た
方
が
よ
い
。
文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
で
は
児
童
・
生
徒
が
読
む
の
に
ふ

さ
わ
し
い
読
書
リ
ス
ト
ま
で
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

国
民
国
家
形
成
の
た
め
の
国
語
施
策
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
国
民
の

育
成
と
い
う
教
育
制
度
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を

占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
戦
前
・
戦
後
を
問
わ
ず
一
貫
し
た
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
学
校
教
育
に
お
け
る
「
国
語
」
科
の
位
置
づ
け
に
よ
っ
て

も
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
の
「
高

等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
に
お
け
る
「
国
語
」
科
の
目
標
に
は
「
一
三　

当

用
漢
字
が
完
全
に
読
め
る
。
当
用
漢
字
表
中
の
重
要
な
漢
字
が
正
し
く
書
け

る
。」
や
「
一
八　

国
語
生
活
に
対
す
る
理
想
を
高
め
、
国
語
・
国
字
に
関

心
を
持
つ
。」
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
改
定
ご

と
に
簡
略
化
が
進
み
、
結
果
と
し
て
抽
象
度
を
増
し
て
い
く
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
位
置
づ
け
は
以
下
の
よ
う
に
現
在
（
平
成
一
一
（
一
九
九
九
）
年

告
示
、平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
施
行
）
に
至
る
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。

国
語
を
適
切
に
表
現
し
、
的
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合

う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
を
伸
ば
し
心
情
を
豊
か
に
し
、
言

語
感
覚
を
磨
き
、
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
国
語
を
尊
重
し

て
そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
。

　

こ
う
し
た
国
語
教
育
と
の
関
係
を
明
確
に
示
し
た
も
の
が
、
平
成
一
四

（
二
〇
〇
二
）
年
二
月
二
〇
日
に
お
け
る
文
化
審
議
会
へ
の
文
部
科
学
大
臣

諮
問
「
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
国
語
力
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ

の
諮
問
を
受
け
て
、
平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）
年
二
月
三
日
に
文
化
審
議
会

答
申
が
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
で
、
国
語
教

育
の
意
義
が
大
き
く
説
か
れ
て
い
る
。

Ⅰ　

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
国
語
力
に
つ
い
て

　

第
一　

国
語
の
果
た
す
役
割
と
国
語
の
重
要
性

　
　

一　

個
人
に
と
っ
て
の
国
語

　
　

二　

社
会
全
体
に
と
っ
て
の
国
語

　
　

三　

社
会
変
化
へ
の
対
応
と
国
語

　

第
二　

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
国
語
力

　
　

一　

国
語
力
の
向
上
を
目
指
す
理
由

　
　

二　

国
語
力
を
構
成
す
る
能
力
等

　

第
三　

望
ま
し
い
国
語
力
の
具
体
的
な
目
安

　
　

一　

「
望
ま
し
い
国
語
力
の
具
体
的
な
目
安
」
の
示
し
方

　
　

二　

「
聞
く
力
・
話
す
力
・
読
む
力
・
書
く
力
」
の
具
体
的
な
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目
標

Ⅱ　

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
国
語
力
を
身
に
付
け
る
た
め
の

方
策
に
つ
い
て

　

第
一　

国
語
力
を
身
に
付
け
る
た
め
の
国
語
教
育
の
在
り
方

　
　

一　

国
語
教
育
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
認
識

　
　

二　

学
校
に
お
け
る
国
語
教
育

　
　

三　

家
庭
や
社
会
に
お
け
る
国
語
教
育

　

第
二　

国
語
力
を
身
に
付
け
る
た
め
の
読
書
活
動
の
在
り
方

　
　

一　

読
書
活
動
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
認
識

　
　

二　

学
校
に
お
け
る
読
書
活
動
推
進
の
具
体
的
な
取
組

　
　

三　

家
庭
や
社
会
に
お
け
る
読
書
活
動
推
進
の
具
体
的
な
取
組

　

標
題
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
「
国
語
」
の
大
切
さ
と
、
国
語
教
育
重

視
の
立
場
が
に
じ
み
出
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
国
語
教
育
重
視
型
国
語
施
策
の
展
開
は
上
下
を
問
わ

ず
ま
す
ま
す
広
が
っ
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
の
動
き
と
し
て
平
成
一
六

（
二
〇
〇
四
）
年
八
月
に
発
表
さ
れ
た
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
「（
仮
称
）
世

田
谷
区
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
中
間
報
告
（
素
案
）」
に
は
、「
ⅱ　

未
来
を
担
う
子

ど
も
を
育
て
る
教
育
」と
し
て「
Ⅱ
―
二　

知
力
の
育
成
」が
掲
げ
ら
れ
、「
日

本
語
特
区
」
申
請
を
目
指
し
た
。（
２
）

Ⅱ
―
二
―
①
「
美
し
い
日
本
語
を
世
田
谷
の
学
校
か
ら
」
特
区
の
実
現

　

特
区
申
請
に
よ
り
、
小
学
校
に
お
け
る
国
語
教
育
の
充
実
の
た
め
の

国
語
授
業
時
数
の
増
加
、
国
語
専
門
担
当
者
の
配
置
を
進
め
ま
す
。
ま

た
、「
美
し
い
日
本
語
を
世
田
谷
の
学
校
か
ら
」
の
ね
ら
い
「
深
く
考
え
、

自
己
表
現
で
き
、
日
本
文
化
を
理
解
す
る
子
ど
も
の
育
成
」
に
即
し
た

教
科
（
仮
称
）「
哲
学
」「
表
現
」「
日
本
文
化
」
を
中
学
校
に
新
設
し

ま
す
。 

（
一
四
頁
）

　

そ
の
結
果
、
平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）
年
に
は
「
世
田
谷
『
日
本
語
』
教

育
特
区
」
が
認
め
ら
れ
、
構
造
改
革
特
別
区
域
の
モ
デ
ル
例
と
し
て
多
く
の

注
目
を
集
め
た
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
中
央
教
育
審

議
会
で
議
論
さ
れ
た
内
容
と
関
連
し
て
い
る
。
平
成
一
二
（
二
〇
〇
〇
）
年

一
二
月
発
表
の「
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
中

央
教
育
審
議
会
審
議
の
ま
と
め
）」
で
は
教
養
教
育
の
意
義
が
説
か
れ
、
初

等
中
等
教
育
に
お
け
る
「
型
」
の
基
礎
教
育
重
視
や
高
等
教
育
に
お
け
る
人

格
陶
冶
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
初
等
中
等
教
育
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

各
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
自
ら
に
必
要
な
教
養
を
身
に
付
け
て
い
く
上
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で
、
初
等
中
等
教
育
段
階
に
お
い
て
は
、
国
民
と
し
て
共
通
に
身
に
付

け
る
べ
き
基
礎
・
基
本
を
確
実
に
習
得
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、「
読
み
、書
き
、計
算
」
を
は
じ
め
と
す
る
基
礎
的
な
知
識
・

技
能
を
確
実
に
身
に
付
け
さ
せ
る
よ
う
全
力
を
注
い
で
指
導
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
国
語
の
力
は
、
理
解
力
や
思
考
力
、
表
現
力

な
ど
重
要
な
能
力
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
、各
教
科
等
を
通
じ
て
、

そ
の
育
成
に
意
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
記
述
を
見
れ
ば
文
化
審
議
会
答
申
に
お
け
る
「
国
語
力
」
の
意
味
が

明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
文
法
教
育
の
意
味
に
立
ち
返
っ
て
み
る
。
文
法
教
育
は
国
語
施
策

が
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
「
国
語
力
」
の
陶
冶
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
く
る

の
か
。
も
し
も
文
法
教
育
の
徹
底
が
「
国
語
力
」
涵
養
の
要
諦
で
あ
る
と
い

う
認
識
が
一
般
化
し
て
い
た
な
ら
ば
、
国
語
施
策
の
審
議
過
程
に
お
い
て
も

真
っ
先
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
文
化
審
議
会
答
申

に
お
け
る
文
法
へ
の
言
及
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
知
識
」
の
中
で
な
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。

「
国
語
の
知
識
」
に
つ
い
て
は
学
校
教
育
の
果
た
す
役
割
が
極
め
て
大

き
い
。

　

な
お
、「
国
語
の
知
識
」
と
は
具
体
的
に
は
、

（
例
） ①
語
彙
（
個
人
が
身
に
付
け
て
い
る
言
葉
の
総
体
）

 

②
表
記
に
関
す
る
知
識
（
漢
字
や
仮
名
遣
い
、
句
読
点
の
使
い
方

等
）

 

③
文
法
に
関
す
る
知
識
（
言
葉
の
決
ま
り
や
働
き
等
）

 

④
内
容
構
成
に
関
す
る
知
識
（
文
章
の
組
立
て
方
等
）

 

⑤
表
現
に
関
す
る
知
識
（
言
葉
遣
い
や
文
体
・
修
辞
法
等
）

 

⑥
そ
の
他
の
国
語
に
か
か
わ
る
知
識
（
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
の
意

味
等
）

　

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

（
八
頁
）

　

国
語
の
知
識
と
し
て
の
文
法
と
い
う
あ
り
方
は
、
森
田
（
二
〇
〇
一
）
の

指
摘
の
通
り
、
橋
本
進
吉
『
新
文
典
』
以
降
の
学
校
文
法
と
し
て
の
姿
そ
の

も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
対
し
国
語
施
策
の
側
か
ら
積
極
的
に
何
か
を
働

き
か
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。こ
の
辺
り
に
国
語
施
策
と
文
法
と
の
関
係
が
、

端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
近
年
に
な
っ
て
国
語
施
策
の
審
議
対
象
と
し
て
日
本
語
教
育
が

本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、大
変
注
目
に
値
す
る
。

文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
に
お
け
る
、平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
の
「『
生

活
者
と
し
て
の
外
国
人
』
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
標
準
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
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案
に
つ
い
て
」
や
、
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
の
「『
生
活
者
と
し
て
の

外
国
人
』
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
標
準
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
案　

活
用
の

た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
の
発
表
な
ど
は
、
こ
う
し
た
国
語
施
策
と
日
本
語

教
育
と
の
関
係
を
見
て
い
く
上
で
き
わ
め
て
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
の
「
日
本
語
教
育
の
推
進
に
向
け
た

基
本
的
な
考
え
方
と
論
点
の
整
理
に
つ
い
て
」（
報
告
）
へ
と
結
実
し
て
い

く
。（
３
）

　

以
上
、
現
今
の
国
語
施
策
に
つ
い
て
の
状
況
を
概
観
し
た
が
、
そ
れ
に
対

し
て
国
語
施
策
が
主
と
し
て
国
語
教
育
と
い
う
形
で
制
度
的
に
も
成
立
し
て

い
た
明
治
前
期
の
状
況
に
つ
い
て
も
次
に
軽
く
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た

い
。

三
．
明
治
期
の
国
語
施
策
と
国
語
教
育

　

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
七
月
一
八
日
に
文
部
省
が
設
置
さ
れ
、
文
部
卿

に
大
木
喬
任
、
文
部
大
輔
に
江
藤
新
平
が
就
任
し
た
。
文
部
省
は
近
代
化
の

基
盤
と
な
る
教
育
制
度
を
創
設
す
る
べ
く
、
フ
ラ
ン
ス
教
育
法
規
の
翻
訳
事

業
な
ど
に
着
手
す
る
中
で
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
八
月
二
日
に
「
被
仰

出
書
」、
八
月
三
日
に
「
学
制
」
本
文
を
発
布
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
全
国
一

律
の
教
育
制
度
の
確
立
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
一
二

（
一
八
七
九
）
年
九
月
一
二
日
に
は
太
政
官
布
告
第
四
〇
号
「
教
育
令
」
が

公
布
さ
れ
、
学
制
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
教
育
令
の
制
定
に

関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
制
度
の
導
入
に
積
極
的
で
あ
っ
た
文
部
大
輔

田
中
不
二
麿
や
、
学
監
と
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
日
し
て
い
た
Ｄ
・
マ
レ
―

の
影
響
が
大
き
く
反
映
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
教
育
令
に
つ
い
て
も
、
そ
の

自
由
主
義
的
性
格
に
対
す
る
保
守
派
か
ら
の
批
判
か
ら
翌
年
に
は
改
正
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
に
太
政
官
制
が
廃
止
さ
れ
内
閣
制
度
が
設
立

さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
伊
藤
博
文
内
閣
の
も
と
文
部
大
臣
に
森
有
礼
が
就
任

し
た
。
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
三
月
に
「
帝
国
大
学
令
」、四
月
に
「
小

学
校
令
」「
中
学
校
令
」「
師
範
学
校
令
」
が
公
布
さ
れ
、
教
育
制
度
上
の
転

換
が
な
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
森
有
礼
は
師
範
学
校
に
お
け
る
教
員
養
成
を
重

視
し
、
軍
隊
に
お
け
る
下
士
官
養
成
制
度
に
倣
っ
て
充
実
を
図
っ
た
。
こ
の

点
に
つ
い
て
高
森
（
一
九
七
九
）
で
は
「
師
範
タ
イ
プ
と
い
わ
れ
た
教
員
気

質
は
、
こ
こ
に
起
源
し
て
い
る
」（
八
四
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
国
語
調
査
委
員
会
設
置
以
前
に
お
け

る
国
語
施
策
は
、
主
と
し
て
文
部
省
に
お
け
る
教
科
書
を
中
心
と
し
た
国
語

関
係
図
書
編
纂
部
署
の
分
掌
事
項
を
指
す
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
明

治
四
（
一
八
七
一
）
年
九
月
一
八
日
太
政
官
達
よ
っ
て
文
部
省
内
に
編
輯
寮

が
設
置
さ
れ
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
は
教
科
書
編
成
掛
（
明
治
六
年

に
編
書
課
に
変
更
、
明
治
七
年
廃
止
）
が
、
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
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再
び
編
輯
局
が
設
置
さ
れ
「
学
務
上
所
要
ノ
図
書
編
輯
印
行
等
ニ
関
ス
ル
一

切
ノ
事
務
ヲ
掌
ル
」（
明
治
一
三
年
三
月
二
五
日
文
部
省
達
）と
規
定
さ
れ
た
。

編
輯
局
は
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
の
内
閣
制
度
発
足
後
も
引
き
継
が
れ
、

明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
二
月
二
六
日
勅
令
第
二
号
に
示
さ
れ
た
文
部
省

官
制
に
よ
っ
て
編
輯
局
下
に
三
課
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
第
一
課
で
は

教
科
書
の
著
訳
編
述
及
び
校
訂
に
関
す
る
事
務
、
第
二
課
で
は
図
書
の
印
刷

に
関
す
る
事
務
、
第
三
課
で
は
教
科
用
図
書
の
検
査
に
関
す
る
事
務
を
そ
れ

ぞ
れ
担
当
し
た
。
そ
の
後
、編
輯
局
の
分
掌
事
項
は
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）

年
に
は
総
務
局
図
書
課
に
、
さ
ら
に
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
に
は
大
臣

官
房
図
書
課
へ
と
移
管
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
官
制
改
正
を
受
け
て
、

明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
に
設
置
さ
れ
た
図
書
局
が
、
教
科
書
編
纂
に
関

す
る
事
務
を
以
後
一
貫
し
て
管
掌
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
に
は
東
京
帝
国

大
学
文
科
大
学
内
に
国
語
研
究
室
が
設
置
さ
れ
、
国
語
に
関
す
る
研
究
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
国
語
施
策
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
な
お
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
か
ら
明
治
六
（
一
八
七
三
）

年
の
間
に
、
文
部
省
直
轄
東
京
師
範
学
校
に
も
編
集
局
が
設
置
さ
れ
た
が
、

こ
こ
で
は
「
小
学
教
則
」
が
創
定
さ
れ
『
小
学
読
本
』
と
い
っ
た
師
範
学
校

編
纂
に
よ
る
教
科
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

文
部
省
が
管
掌
す
る
国
語
施
策
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
教
科
書
編
纂
と

い
っ
た
教
育
面
が
中
心
と
な
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
国
語
教
育
の
基
盤
と
も

い
う
べ
き
辞
書
や
文
法
書
の
編
纂
な
ど
の
事
業
に
も
着
手
し
て
い
た
。

　

明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
の
「
小
学
教
則
」
に
挙
げ
ら
れ
た
「
綴
字
」「
単

語
」「
会
話
」「
読
本
」
四
科
の
教
科
書
の
中
で
、
文
部
省
編
纂
に
よ
る
最
初

の
も
の
は
明
治
五
年
三
月
刊
行
の
『
単
語
篇
』
三
冊
で
あ
る
。
こ
の
『
単
語

篇
』
に
お
け
る
国
語
表
記
で
は
、
ガ
行
鼻
濁
音
が
半
濁
音
符
の
付
い
た
も
の

で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
表
記
法
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
ま
た
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
の
文
部
省
編
纂
『
小
学
教
授
書
』

所
載
の
五
十
音
図
で
は
、
音
義
派
の
所
説
に
よ
っ
て
ヤ
行
の
「
イ
」、「
エ
」

に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
別
字
を
充
て
て
い
る
。
こ
れ
も
後
に
は
改
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
明
治
初
年
の
国
語
表
記
に
つ
い
て
は
大
い
に
試
行
錯
誤
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
『
小
学
教
授
書
』
の
記
述
に
つ
い

て
は
当
時
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
翌
年
に
は
改
め
て
『
小
学

入
門
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
部
省
編
纂
の
国
語
教
科
書
を
既

述
の
も
の
を
含
め
て
順
に
列
挙
す
る
と
『
単
語
篇
』（
明
治
五
（
一
八
七
二
）

年
）、『
小
学
教
授
書
』（
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
）、
田
中
義
廉
編
『
小
学

読
本
』（
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
）、
榊
原
芳
野
・
那
珂
通
高
・
稲
垣
千
頴

編
『
小
学
読
本
』（
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
）、『
小
学
入
門
（
甲
号
）』（
明

治
七
（
一
八
七
四
）
年
）、『
小
学
入
門
（
乙
号
）』（
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
）、

『
ロ
―
マ
字
音
図
』（
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
）
の
よ
う
に
な
る
。
ま
た
明

治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
は
文
部
卿
大
木
喬
任
の
命
を
受
け
て
田
中
義
廉
、



一
〇

大
槻
修
二
、
久
保
吉
人
、
小
沢
圭
二
郎
ら
が
漢
字
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
翌

年
に
は
漢
字
選
定
草
案
で
あ
る
「
新
撰
字
書
」
を
編
纂
し
て
い
る
。

　

編
輯
寮
か
ら
編
輯
局
に
至
る
ま
で
の
間
で
編
集
・
刊
行
さ
れ
た
国
語
関

係
の
書
目
は
、
先
述
の
も
の
の
他
に
『
語
彙
』（
明
治
四
年
「
語
彙
別
記
」

「
語
彙
活
語
指
掌
」「
阿
部
」、
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
「
伊
部
」「
宇

部
」、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
「
衣
部
」）、『
送
仮
名
写
法
』（
明
治

一
三
（
一
八
八
〇
）
年
〜
明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
）、『
読
方
入
門
』（
明

治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
）、『
読
書
入
門
』（
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
）、

『
読
書
入
門
掛
図
』（
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
）、『
日
本
小
文
典
』（
明

治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
）、『
尋
常
小
学
読
本
』（
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）

年
）、『
高
等
小
学
読
本
』（
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。
な
お
、『
読
方
入
門
』
に
つ
い
て
は
同
書
の
序
に
あ
る
「
教
師
須
知
」

六
則
で
「
小
学
ノ
最
下
級
ニ
於
テ
。
初
学
生
徒
ニ
読
方
ヲ
授
ク
ル
ノ
用
ニ
供

シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
。
其
教
方
懇
到
叮
嚀
ヲ
旨
ト
シ
。
徒
ニ
多
数
ノ
文
字
ヲ

授
ケ
。
却
テ
復
読
温
習
ヲ
怠
ラ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ア
ル
可
カ
ラ
ズ
。」
と
、

ま
た
『
読
書
入
門
』
に
つ
い
て
も
「
教
師
須
知
」
で
は
「
此
書
ハ
、
年
齢
六

歳
以
上
ノ
初
学
者
ニ
、
最
初
半
年
間
、
言
語
ヲ
学
ビ
、
文
字
ヲ
読
ム
コ
ト
ト
、

字
形
ヲ
石
盤
上
ニ
書
ク
コ
ト
ト
ヲ
教
フ
ル
用
ニ
供
シ
タ
ル
ナ
リ
。」
と
い
う

よ
う
に
、
初
学
者
用
教
科
書
と
し
て
の
目
的
と
教
授
上
の
留
意
点
に
も
言
及

し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
著
述
は
『
語
彙
別
記
』『
語
彙
活
語
指
掌
』
と
『
日

本
小
文
典
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
日
本
に
お
け
る
数
少
な
い
官
版
の
文
法

書
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
．
国
語
施
策
と
「
文
法
」

　

近
代
的
国
語
辞
書
の
編
纂
を
目
し
て
刊
行
さ
れ
た
「
語
彙
」
は
、
五
十
音

配
列
に
よ
る
本
格
的
な
国
語
辞
書
の
嚆
矢
と
も
言
え
る
が
、
最
終
的
に
は

「
あ
、
い
、
う
、
え
」
の
四
項
目
を
刊
行
す
る
の
み
で
頓
挫
し
た
。
な
お
『
語

彙
』
に
あ
わ
せ
て
刊
行
さ
れ
た
『
語
彙
別
記
』
と
『
語
彙
活
語
指
掌
』
は
活

語
の
変
化
に
つ
い
て
説
い
た
も
の
で
、
明
治
一
〇
年
代
後
半
ま
で
文
法
教

科
書
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
『
語
彙
別
記
』

『
語
彙
活
語
指
掌
』
に
つ
い
て
の
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
頃
の
再
版
本

が
現
在
で
も
多
く
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
興
味
深
い
の
は

明
治
一
〇
年
代
後
半
で
は
、
内
容
の
面
か
ら
見
て
も
や
や
旧
式
に
映
る
こ
れ

ら
の
著
述
が
生
き
残
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
福
井

（
一
九
三
四
）
で
、
官
版
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
木
村
正
辞
や
黒
川
真
頼

と
い
っ
た
著
名
な
国
学
者
の
手
に
な
っ
た
と
い
う
信
頼
感
か
ら
で
あ
ろ
う
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
明
治
一
八
年
頃
の
翻
刻
に
つ
い
て
、
多
く
の
八
衢
流
の

語
学
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
出
版
史
的
な
検
討
を
ふ
ま
え
た
上
で
、

も
う
少
し
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
国
学
言
語
論
の
評
価
の
問
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一

題
や
権
田
直
助
ら
の
研
究
史
的
位
置
付
け
に
も
関
係
し
て
く
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
官
版
で
あ
る
こ
と
と
、
実
用
的
歌
作
の
延
長
と
し
て
文
法
が

存
在
し
て
い
た
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
『
日
本
小
文
典
』
は
、東
京
帝
国
大
学
で
博
言
学
を
講
じ
て
い
た
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
へ
の
委
嘱
に
よ
っ
て
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
完
成
し
た

日
本
語
文
法
書
で
あ
る
。
本
書
は
「
理
法
ヲ
欧
州
ニ
資
リ
以
テ
日
本
語
ノ
性

質
ヲ
明
ニ
シ
其
言
語
ノ
種
類
ヲ
分
チ
及
文
章
法
音
韻
論
ヲ
示
シ
巻
中
多
ク
表

ヲ
挿
ミ
テ
学
者
ノ
捷
覧
ニ
供
ヘ
タ
リ
」（
明
治
二
〇
年
四
月
一
三
日
官
報
）

と
あ
る
よ
う
に
、
西
洋
語
の
文
法
に
依
拠
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
自
序
に
は
「
此
小
文
典
は
か
く
新
に
考
へ
出
た
る
皇
国
語
の
の
り
の

大
む
ね
を
示
し
か
つ
は
童
た
ち
の
た
め
に
も
と
て
つ
ゞ
ま
や
か
な
る
を
む
ね

と
し
て
大
文
典
の
は
じ
だ
て
と
は
す
る
な
り
け
り
」
と
あ
り
、
大
文
典
の
編

纂
が
企
図
さ
れ
て
い
た
が
、
結
局
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
文
法

書
が
編
纂
さ
れ
た
背
景
に
は
、
例
え
ば
大
槻
文
彦
が
明
治
八
（
一
八
七
五
）

年
に
『
洋
々
社
談
』
第
七
号
の
中
で
「
当
今
我
国
ノ
文
学
ニ
就
キ
テ
最
大
ノ

欠
点
ト
ス
ル
ハ
日
本
文
典
ノ
全
備
セ
ル
者
ナ
キ
ナ
リ
」
と
主
張
し
て
い
る
よ

う
に
、
本
格
的
な
日
本
文
法
書
の
整
備
が
強
く
の
ぞ
ま
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
ま
た
、福
羽
美
静
は
「
日
本
文
法
書
ヲ
作
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
議
」（
明

治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
一
〇
月
一
五
日
『
東
京
学
士
会
院
紀
事
略
』
第

一
三
号
所
収
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
口
語
文
法
書
編
纂
の
必
要
性
を
主
張
し

て
い
る
。

官
府
ノ
布
告
文
及
達
文
又
法
律
文
ス
ベ
テ
約
定
書
裁
判
書
上
甲
文
ノ
類

現
今
皆
書
下
シ
文
（
所
謂
仮
名
マ
ジ
リ
）
ヲ
以
テ
普
通
ト
セ
リ
然
レ
ド

モ
未
ダ
其
ヨ
ル
ベ
キ
文
法
書
ア
ラ
ズ
（
中
略
）
故
ニ
今
別
ニ
日
本
文
法

書
ノ
編
集
ア
リ
テ
本
邦
現
今
用
文
ノ
文
格
ヲ
正
サ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス

　

文
法
書
の
編
纂
は
、
ひ
い
て
は
辞
書
編
纂
の
根
幹
作
業
と
も
な
り
、
最
終

的
に
は
国
語
編
制
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
、『
日
本
小
文
典
』
の
刊
行
を
推
し
進
め
た
と
い
え
る
。
た
だ
、
こ
う
し

た
文
部
省
の
行
為
を
国
辱
と
受
け
止
め
た
者
も
お
り
、
国
学
者
の
谷
千
生

な
ど
は
『
ビ
―
、
エ
ッ
チ
、
チ
ャ
ン
ブ
レ
ン
氏
日
本
小
文
典
批
評
』（
明
治

二
一
（
一
八
八
八
）
年
）
を
著
わ
し
て
文
法
書
の
内
容
と
と
も
に
政
府
の
対

応
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
『
日
本
小
文
典
』
は
、
明
治
前
期
に
多
く
著
さ
れ
た
日
本

文
典
の
中
で
も
極
め
て
斬
新
な
記
述
を
含
ん
で
い
た
。
例
え
ば
、
第
一
章
は

次
の
よ
う
な
文
言
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

文
法
と
い
ふ
も
の
は
、
文
を
作
る
法
の
み
と
心
う
る
人
も
あ
る
べ
け
れ

ど
も
、
左
に
は
あ
ら
ず
、
意
味
至
て
広
く
し
て
、
文
を
作
り
、
歌
を
詠



一
二

み
、
通
俗
に
て
も
正
し
く
語
り
は
ふ
術
な
り
、

 

（
一
頁
）

　

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
文
典
に
つ
い
て
は
、
他
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
自
身
の
英
文

著
作
と
の
関
係
や
、
大
槻
文
彦
や
岡
倉
由
三
郎
、
高
津
鍬
三
郎
ら
の
文
典
へ

の
影
響
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
考
に
委

ね
た
い
が
、
外
国
人
に
よ
る
日
本
語
研
究
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
指
摘
さ
れ

る
以
外
は
、
谷
千
生
の
批
判
に
代
表
さ
れ
る
批
判
的
側
面
が
突
出
し
て
い
る

感
は
否
め
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
他
の
英
文
著
作
や
ホ
フ
マ
ン
、
ア
ス
ト
ン

ら
の
日
本
語
文
法
書
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
文
部
省
編
輯
局
か
ら
刊
行

さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
は
、
極
め
て
重
い
も
の
が
あ
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の

『
日
本
小
文
典
』
以
降
、
文
部
省
で
は
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
一
二
月

二
日
告
示
「
文
法
上
許
容
ス
ヘ
キ
事
項
」
の
他
、
国
語
調
査
委
員
会
に
よ
る

『
現
行
普
通
文
法
改
定
案
調
査
報
告
之
一
』（
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
）、

『
口
語
法
』（
大
正
五（
一
九
一
六
）年
）『
口
語
法
別
記
』（
大
正
六（
一
九
一
七
）

年
）
と
い
っ
た
調
査
報
告
が
出
さ
れ
た
が
、
文
法
書
そ
の
も
の
は
国
定
教
科

書
以
外
に
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。「
文
法
上
許
容
ス
ヘ
キ
事
項
」
に
つ
い
て

も
理
由
書
に
は
「
自
今
文
部
省
ニ
於
テ
ハ
教
科
書
検
定
又
ハ
編
纂
ノ
場
合
ニ

モ
之
ヲ
応
用
セ
ン
ト
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
網
羅
的
な
内
容
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
一
つ
の
指
針
で
し
か
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
明
治
期
の
国
家
事
業
的

な
文
典
編
纂
が
、
国
語
調
査
委
員
会
の
結
末
と
共
に
挫
折
し
た
と
い
う
国
語

施
策
史
的
背
景
が
、
文
法
教
育
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
の

で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
文
法
教
育
が
国
語
教
育
の
中
で
重
視
さ
れ
て
い
た
経
緯
は
、
古

田
（
一
九
五
九
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
制
度
史
的
も
文
法
科
設
置

が
先
行
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
国
語
教
育
史
的
に
み
て
も
文
法
科
の
設

置
は
、
外
国
語
学
習
法
と
同
様
に
「
書
く
」
た
め
の
文
法
と
い
う
意
味
か
ら

も
実
用
性
を
重
視
し
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
「
書
く
」
一
辺
倒
の
文
法
教
育

に
対
し
変
革
を
も
た
ら
し
た
の
は
明
治
二
〇
年
代
以
降
の
言
文
一
致
運
動
に

よ
る
文
語
文
か
ら
口
語
文
へ
と
い
う
流
れ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と

な
が
ら
文
法
教
育
に
お
け
る
観
察
主
義
を
推
進
す
る
契
機
に
も
な
っ
た
で
あ

ろ
う
し
、
そ
の
結
実
と
し
て
橋
本
進
吉
『
新
文
典
』
に
み
ら
れ
る
言
語
観
察

と
知
識
教
授
の
文
法
教
育
観
が
存
在
す
る
こ
と
は
、先
の
森
田
（
二
〇
〇
一
）

で
も
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
流
れ
に
お
い
て
『
日
本
小
文
典
』

の
記
述
は
、
や
は
り
極
め
て
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
の
言
に
従
っ
た
文
典
が
標
準
と
な
り
、
そ
れ
に
従
っ
た
文
法
教
育

が
施
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
と
い
う
仮
定
は
「
通
俗
に
て
も
正
し
く
語
り
は

ふ
術
な
り
」と
い
う
一
節
を
過
度
に
評
価
し
た
こ
と
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
決
し
て
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
教
科
で
あ
る
「
文
法
」
の

学
習
に
よ
っ
て
言
語
全
体
が
理
解
で
き
る
と
さ
れ
た
言
語
教
育
観
で
あ
る
。

通
俗
の
た
め
し
を
挙
ぐ
れ
ば
、
こ
れ
は
よ
ろ
し

う
で
ご
ざ
い
ま
す
と
い
ふ
時
は
、
文
法
に
背
き
、

こ
れ
は
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
、
ま
た
は
こ

れ
は
よ
ろ
し
い
と
い
へ
ば
文
法
に
叶
へ
り
、



国
語
施
策
と
文
法
教
育

一
三

こ
の
こ
と
は
、
文
典
が
音
韻
か
ら
は
じ
ま
り
文
章
法
で
終
わ
る
と
い
う
構
成

か
ら
も
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
「
文
法
科
」
と
は
「
言
語
科
」
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
の
統
語
法
を
中
心
と
し
た
「
文
法
」

教
育
観
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
こ
の
教
育
観
の
転
換
は
明
治
一
九

（
一
八
八
六
）
年
以
降
の
本
格
的
な
言
語
学
の
流
入
と
い
う
日
本
語
研
究
の

進
展
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
つ
ま
り
教
科
書
的
な
文
法
研
究
と
は
異
な

る
、
専
門
的
な
統
語
論
的
研
究
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
、
文
法
は
今
日

の
い
う
と
こ
ろ
の
「
文
法
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
転
機
を
象
徴
的
に

表
わ
し
て
い
る
の
が
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
『
日
本
小
文
典
』
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。

　

国
語
施
策
史
に
お
い
て
、
国
語
調
査
委
員
会
の
網
羅
的
な
調
査
事
業
は
、

そ
の
後
、
漢
字
と
仮
名
遣
い
と
い
う
国
語
国
字
問
題
に
収
斂
す
る
形
で
展
開

さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
そ
れ
以
外
を
放
棄
し
た
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
一
応
『
口
語
法
』
と
い
う
標
準
語
の
選
定
を
も
っ
て
役
割
を
終

え
た
か
ら
だ
と
い
う
評
価
も
で
き
よ
う
が
、
そ
の
改
訂
作
業
に
着
手
し
た
形

跡
も
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
語
彙
と
い
う
面
で
は
大
正
期
の
臨

時
国
語
調
査
会
に
お
い
て
漢
語
整
理
案
が
検
討
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
こ

れ
も
漢
字
節
減
に
関
係
し
た
上
で
の
施
策
審
議
で
あ
っ
た
。
過
激
に
し
て
極

端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
国
語
施
策
と
し
て
の
「
文
法
」
は
捨
て
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
国
語
教
育
に
お
け
る
文
法
観
の
変
化
に
お
い
て
当

然
の
流
れ
で
も
あ
っ
た
。
繰
り
返
す
が
、
明
治
前
期
の
「
文
法
＝
言
語
」
教

育
と
い
う
観
点
は
国
語
施
策
と
し
て
の
国
語
教
育
と
極
め
て
合
致
す
る
教
育

内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
研
究
の
進
捗
に
よ
っ
て
「
文
法
」
が
次
第
に
統
語

論
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
り
、あ
た
か
も
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に「
書

く
」
以
外
の
要
素
が
教
育
的
に
重
視
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
文
法

に
国
語
科
を
代
表
さ
せ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
お
の
ず
と
、
文
法

教
育
観
が
観
察
・
知
識
の
術
と
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
必
然
的
に
国
語

施
策
と
し
て
も
文
法
を
特
化
さ
せ
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国
語

施
策
と
し
て
の
重
要
性
と
国
語
教
育
で
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
は
、
漢
字
や

仮
名
遣
い
、
発
音
な
ど
の
教
育
と
比
す
れ
ば
、
そ
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
全
て
「
読
本
」
教
科
書
が
担
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、

無
意
識
に
せ
よ
文
法
教
育
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
か
。

五
．
お
わ
り
に

　

統
語
論
を
中
心
と
し
た
「
文
法
」
と
い
う
教
育
内
容
を
特
化
さ
せ
る
べ
き

か
ど
う
か
は
、教
科
全
体
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

少
な
く
と
も
国
語
施
策
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
中
心
的
課
題
か
ら
は
逸
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
国
語
教
育
を
重
視
す
る
現
在
の
国
語
施
策
審

議
機
関
に
も
継
承
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
文
法
教
育
に
は
知
識
以
上
の



一
四

も
の
を
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。こ
う
し
た
こ
と
の
是
非
や
評
価
に
つ
い
て
は
、

ま
た
国
語
施
策
や
文
法
教
育
の
史
的
展
開
を
追
う
作
業
と
は
ま
た
別
の
問
題

で
あ
る
。
本
稿
は
、
い
わ
ば
文
法
教
育
の
問
わ
れ
方
を
外
形
的
に
触
れ
た
に

過
ぎ
な
い
。
お
そ
ら
く
問
題
点
の
本
質
は
、
そ
う
い
っ
た
国
語
施
策
的
に
も

重
視
さ
れ
な
い
も
の
が
、
な
ぜ
教
育
項
目
と
し
て
重
視
さ
れ
続
け
た
の
か
と

い
う
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
本
稿
の
段
階
に
お
い
て
は
、
ま
だ
そ
の
問
い
に

答
え
る
余
裕
を
持
た
な
い
。

注（
１
） 

本
稿
の
骨
子
は
、
か
つ
て
日
本
語
文
法
教
育
研
究
会
（
二
〇
〇
四
・

一
一
・
二
九
、於
奈
良
教
育
大
学
）に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
部
分
と
重
な
っ

て
い
る
。
そ
の
後
、
拙
稿
（
二
〇
一
二
）
で
主
要
部
分
は
論
じ
た
も
の
の
、

拙
著
（
二
〇
一
三
）
を
ま
と
め
た
後
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
『
日
本
小
文
典
』

の
位
置
付
け
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
旧
稿
を
ま
と
め
な
お
す

こ
と
に
し
た
。
最
近
『
学
校
文
法
講
座
』（
二
〇
一
三
〜
、
明
治
書
院
）
と

い
っ
た
学
校
国
文
法
関
係
の
講
座
本
も
刊
行
さ
れ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
、

一
連
の
拙
稿
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
は
「
学
校
国
文
法
成
立
史
の
研
究
」
と

し
て
ま
と
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
２
） 

現
在
は
「
世
田
谷
区
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
第
３
期
行
動
計
画
」（
二
〇
一
二
）
と

し
て
、「
世
田
谷
９
年
教
育
」
の
実
現
に
向
け
て
計
画
が
進
ん
で
い
る
。

（
３
） 

国
語
施
策
と
日
本
語
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
射
程
を
大
き

く
超
え
る
た
め
、
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
４
） 

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
文
法
研
究
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
拙
著
（
二
〇
一
三
）

で
軽
く
触
れ
て
お
い
た
。
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〇
一
三　

『
古
田
東
朔
近
現
代
日
本
語
生
成
史
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

第
４
巻　

近
代
へ
の
歩
み
―
国
語
学
史
２
』
く
ろ
し
お
出
版

古
田　

東
朔　

二
〇
一
三　

『
古
田
東
朔
近
現
代
日
本
語
生
成
史
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

第
５
巻　

国
語
科
教
育
―
誕
生
と
発
展
』
く
ろ
し
お
出
版

文
化
庁
文
化
部
国
語
課
編　

二
〇
〇
一　

『
国
語
審
議
会
答
申
・
建
議
集
』
文
化



国
語
施
策
と
文
法
教
育

一
五

庁
文
化
部
国
語
課

文
化
庁
編　

二
〇
〇
三　

『
国
語
施
策
百
年
の
歩
み
』
文
化
庁

文
化
庁
編　

二
〇
〇
五　

『
国
語
施
策
百
年
史
』
ぎ
ょ
う
せ
い

森
田　

真
吾　

二
〇
〇
一　

「
昭
和
初
期
文
法
教
育
に
お
け
る
「
実
用
」
と
「
知

識
」
―
橋
本
進
吉
『
新
文
典
』
編
纂
の
背
景
―
」『
日
本
語
と
日
本
文
学
』

三
三

吉
田
澄
夫
・
井
之
口
有
一
編　

一
九
七
三　

『
明
治
以
降
国
語
問
題
諸
案
集
成　

下
巻　

文
体
・
語
法
音
韻
方
言
編
』
風
間
書
房

付
記

　

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
さ
ん
と
う　

い
さ
お
・
本
学
教
授
）


